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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成26年6月5日(2014.6.5)

【公表番号】特表2013-533329(P2013-533329A)
【公表日】平成25年8月22日(2013.8.22)
【年通号数】公開・登録公報2013-045
【出願番号】特願2013-511234(P2013-511234)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｆ  20/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ 212/14     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ  20/58     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ  28/02     (2006.01)
   Ｃ０８Ｆ   2/44     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ   4/02     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/06     (2006.01)
   Ｃ０９Ｊ  11/04     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/00     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/30     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   7/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｆ  20/06    　　　　
   Ｃ０８Ｆ 212/14    　　　　
   Ｃ０８Ｆ  20/58    　　　　
   Ｃ０８Ｆ  28/02    　　　　
   Ｃ０８Ｆ   2/44    　　　Ａ
   Ｃ０９Ｊ   4/02    　　　　
   Ｃ０９Ｊ  11/06    　　　　
   Ｃ０９Ｊ  11/04    　　　　
   Ｂ３２Ｂ  27/00    　　　Ａ
   Ｂ３２Ｂ  27/30    　　　Ａ
   Ｂ０５Ｄ   7/24    ３０２Ｐ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成26年4月18日(2014.4.18)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重合性アニオンと、次式のカチオンと、を含む重合性イオン液体であって、

【化１】
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　式中、
　Ｚはケトン、エステル、アミド、ニトリル、又はアズラクトン官能基を含み、
　Ｒ１はＨ又はＣ１～Ｃ２５アルキル基であり、
　Ｒ２はＨ又は－ＣＯ－Ｘ１－Ｒ５、式中、Ｒ５はＨ又はＣ１～Ｃ２５アルキル基であり
、Ｘ１は－Ｏ－又は－ＮＲ６－、式中、Ｒ６はＨ又はＣ１～Ｃ６アルキルであり、
　Ｒ３はＨ又はＣＨ３であり、
　Ｒ８は（ヘテロ）ヒドロカルビル基であり、ｗは０、１、２又は３であり、
　ただし、Ｚがニトリル又はアズラクトン官能基を含む場合、Ｒ１及びＲ２はＨである、
重合性イオン液体。
【請求項２】
　次式のカチオンを含む請求項１に記載の重合性イオン液体であって、
【化２】

　式中、
　Ｒ１はＨ又はＣ１～Ｃ２５アルキル基であり、
　Ｒ２はＨ又は－ＣＯ－Ｘ１－Ｒ５、式中、Ｒ５はＨ又はＣ１～Ｃ２５アルキル基であり
、Ｘ１は－Ｏ－又は－ＮＲ６－、式中、Ｒ６はＨ又はＣ１～Ｃ６アルキルであり、
　Ｒ３はＨ又はＣＨ３であり、
　Ｒ４はアルキレン、シクロアルキレン又はこれらの組み合わせであり、任意にヒドロキ
シル基で置換してもよく、
　Ｒ８は（ヘテロ）ヒドロカルビル基であり、ｗは０、１、２又は３であり、
　且つ
　Ｘ１が－Ｏ－又は－ＮＲ６－であり、式中、Ｒ６がＨ又はＣ１～Ｃ６アルキルであり、
　ｘは１～６、
　ｙは０～５である、重合性イオン液体。
【請求項３】
　請求項１に記載の重合性イオン液体であって、Ｚが、

【化３】

　であり、式中、
　Ｒ９はそれぞれ独立してＨ、１～１４個の炭素原子を有するアルキル基であり、ｎは０
又は１である、
　Ｚが、－Ｃ（Ｏ）－Ｘ１－Ｒ１０、式中、Ｒ１０はヒドロカルビル基であり、前記ヒド
ロカルビルが任意にヒドロキシル基で置換され、Ｘ１は－Ｏ－若しくは－ＮＲ６－、式中
、Ｒ６はＨ若しくはＣ１～Ｃ６アルキルである、又は
　Ｚが、－Ｃ（Ｏ）－Ｒ１０、式中、Ｒ１０はヒドロカルビル基であり、前記ヒドロカル
ビルが任意にヒドロキシル基で置換される、重合性イオン液体。
【請求項４】
　重合性アニオンが、エチレン性不飽和重合性基と、カルボン酸基（－ＣＯＯＨ）、スル
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ホン酸基（－ＳＯ３Ｈ）、硫酸基（－ＳＯ４Ｈ）、ホスホン酸基（－ＰＯ３Ｈ２）、リン
酸基（－ＯＰＯ３Ｈ）から選択される酸性基又はこれらの塩とを含有する、請求項１に記
載の重合性イオン液体。
【請求項５】
　重合性混合物を含有する請求項１の重合性イオン液体であって、前記重合性混合物が、
総モノマー１００重量部を基準として、
　ｉ．８５～９９．５重量部の非第三級アルコールの（メタ）アクリル酸エステルと、
　ｉｉ．０．５～１５重量部の酸官能性エチレン性不飽和モノマーと、
　ｉｉｉ．０～１０重量部の非酸官能性エチレン性不飽和極性モノマーと、
　ｉｖ．０～５部のビニルモノマーと、
　ｖ．０～５０部の多官能性（メタ）アクリレートと、を含有する重合性イオン液体。
【請求項６】
　イミダゾール基に対する前記酸官能性エチレン性不飽和モノマーの酸基のモル比が、略
等モルの±２０％である、請求項５に記載の重合性イオン液体。
【請求項７】
　基材と、請求項１～６のいずれか一項に記載の任意の硬化性組成物の硬化コーティング
と、を含む、コーティング付き物品。
【請求項８】
　前記硬化コーティングの伝導率が、＜５×１０１３オーム／平方である、請求項７に記
載のコーティング付き物品。
【請求項９】
　ａ）酸官能性（メタ）アクリレートコポリマーと、
　ｂ）次式の化合物と、
　を含む硬化性組成物であって、
【化４】

　式中、
　Ｚはケトン、エステル、アミド、ニトリル、又はアズラクトン官能基を含み、
　Ｒ１はＨ又はＣ１～Ｃ２５のアルキル基であり、
　Ｒ２はＨ又は－ＣＯ－Ｘ１－Ｒ５、式中、Ｒ５はＨ又はＣ１～Ｃ２５アルキル基で、Ｘ
１は－Ｏ－又は－ＮＲ６－、式中、Ｒ６はＨ又はＣ１～Ｃ６アルキルであり、
　Ｒ３はＨ又はＣＨ３であり、
　Ｒ８はヒドロカルビル基であり、ｗは０、１、２又は３であり、
　ただし、Ｚがニトリル又はアズラクトン官能基を含む場合、Ｒ１及びＲ２はＨである、
硬化性組成物。
【請求項１０】
　請求項９に記載の硬化性組成物であって、前記酸官能性（メタ）アクリレートコポリマ
ーが重合されたモノマー単位を含み、前記モノマー単位が、総モノマー１００重量部を基
準として、
　ｉ．８５～９９．５重量部の（メタ）アクリル酸エステルモノマーと、
　ｉｉ．０．５～１５重量部の酸官能性エチレン性不飽和モノマーと、
　ｉｉｉ．０～１０重量部の非酸官能性エチレン性不飽和極性モノマーと、
　ｉｖ．０～５部のビニルモノマーと、
　ｖ．０～５部の多官能性（メタ）アクリレートモノマーと、を含む、硬化性組成物。
【請求項１１】
　請求項９に記載の硬化性組成物であって、前記酸官能性（メタ）アクリレートコポリマ
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ーが次式で表され、
【化５】

　式中、
　Ｍａｃｒｙｌａｔｅは重合された多官能能性（メタ）アクリレートモノマー単位を表し
、ａ個の重合されたモノマー単位を有し、前記モノマー単位は非第三級アルコールの（メ
タ）アクリル酸エステルから誘導され、
　Ｍａｃｉｄは重合されたモノマー単位を表し、ｂ個の重合されたモノマー単位を有し、
前記モノマー単位は酸官能性モノマーから誘導され、
　Ｍｐｏｌａｒは重合された極性モノマー単位を表し、ｃ個の重合されたモノマー単位を
有し、
　Ｍｖｉｎｙｌは重合されたビニル単位を表し、ｄ個の重合されたモノマー単位を有し、
前記ビニル単位は酸官能性モノマーから誘導され、
　Ｍｍｕｌｔｉは重合された多官能性（メタ）アクリレートモノマー単位を表し、ｅ個の
重合されたモノマー単位を有し、
　式中、ａ及びｂは少なくとも１であり、ｃ、ｄ及びｅはゼロ又はゼロ以外であり得る、
硬化性組成物。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　一実施形態において組成物は重合性イオン液体であり、重合性アニオンと、式Ｉのイミ
ダゾール化合物の共役酸に対応したカチオンとを含む。この種の重合性組成物は、更に反
応開始剤を含んでいてもよく、窒素に対する空気の硬化発熱比率が少なくとも０．７０で
あり得る。多官能性重合性イオン液体の窒素に対する空気の硬化発熱比率が十分に高いと
き、重合性イオン液体は、窒素の存在下において硬化させる等、酸素の不在下で硬化させ
る必要はなく、空気中で硬化することができる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３２】
　代表的な実施形態：
　１．重合性アニオンと、次式のカチオンとを含む重合性イオン液体であって、

【化１０】

　式中、
　Ｚはケトン、エステル、アミド、ニトリル、又はアズラクトン官能基を含み、
　Ｒ１はＨ又はＣ１～Ｃ２５アルキル基であり、
　Ｒ２はＨ又は－ＣＯ－Ｘ１－Ｒ５、式中、Ｒ５はＨ又はＣ１～Ｃ２５アルキル基で、Ｘ
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１は－Ｏ－又は－ＮＲ６－、式中、Ｒ６はＨ又はＣ１～Ｃ６アルキルであり、
　Ｒ３はＨ又はＣＨ３であり、
　Ｒ８は（ヘテロ）ヒドロカルビル基であり、ｗは０、１、２又は３であり、
　ただし、Ｚがニトリル又はアズラクトン官能基を含む場合、Ｒ１及びＲ２はＨである、
重合性イオン液体。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３６】
　５．実施形態１～４のいずれかに記載の重合性イオン液体であって、Ｚが
【化１２】

　であり、
　式中、Ｒ９はそれぞれ独立してＨ、１～１４個の炭素原子を有するアルキル基であり、
ｎは０又は１である、重合性イオン液体。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１３９】
　８．重合性アニオンが、エチレン性不飽和重合性基と、カルボン酸基（－ＣＯＯＨ）、
スルホン酸基（－ＳＯ３Ｈ）、硫酸基（－ＳＯ４Ｈ）、ホスホン酸基（－ＰＯ３Ｈ２）、
リン酸基（－ＯＰＯ３Ｈ）から選択される酸性基又はこれらの塩とを含有する、実施形態
１～７に記載の重合性イオン液体。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１４５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１４５】
　１４．重合性混合物を含有する実施形態１～１３のいずれかに記載の重合性イオン液体
であって、該重合性混合物が、総モノマー１００重量部を基準として、
　　ｉ．８５～９９．５重量部の非第三級アルコールの（メタ）アクリル酸エステルと、
　　ｉｉ．０．５～１５重量部の酸官能性エチレン性不飽和モノマーと、
　　ｉｉｉ．０～１０重量部の非酸官能性エチレン性不飽和極性モノマーと、
　　ｉｖ．０～５部のビニルモノマーと、
　　ｖ．０～５０部の多官能性（メタ）アクリレートと、を含有する、重合性イオン液体
。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１４７



(6) JP 2013-533329 A5 2014.6.5

【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１４７】
　１６．イミダゾール基に対する酸官能性エチレン性不飽和モノマーの酸基のモル比が、
略等モルの±２０％である、実施形態１１又は１４に記載の重合性イオン液体。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１５６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１５６】
　２５．実施形態２４に記載の硬化性組成物であって、酸官能性（メタ）アクリレートコ
ポリマーが、重合されたモノマー単位を含み、該モノマー単位が、総モノマー１００重量
部を基準として、
　　ｉ．８５～９９．５重量部の（メタ）アクリル酸エステルモノマーと、
　　ｉｉ．０．５～１５重量部の酸官能性エチレン性不飽和モノマーと、
　　ｉｉｉ．０～１０重量部の非酸官能性エチレン性不飽和極性モノマーと、
　　ｉｖ．０～５部のビニルモノマーと、
　　ｖ．０～５部の多官能性（メタ）アクリレートモノマーと、を含有する、硬化性組成
物。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１６２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１６２】
　３１．実施形態２４～３０に記載の硬化性組成物であって、前記酸官能性（メタ）アク
リレートコポリマーが次式で表され、

【化１４】

　式中、
　Ｍａｃｒｙｌａｔｅは重合された多官能能性（メタ）アクリレートモノマー単位を表し
、ａ個の重合されたモノマー単位を有し、このモノマー単位は非第三級アルコールの（メ
タ）アクリル酸エステルから誘導され、
　Ｍａｃｉｄは重合されたモノマー単位を表し、ｂ個の重合されたモノマー単位を有し、
このモノマー単位は酸官能性モノマーから誘導され、
　Ｍｐｏｌａｒは重合された極性モノマー単位を表し、ｃ個の重合されたモノマー単位を
有し、
　Ｍｖｉｎｙｌは重合されたビニル単位を表し、ｄ個の重合されたモノマー単位を有し、
このビニル単位は酸官能性モノマーから誘導され、
　Ｍｍｕｌｔｉは重合された多官能性（メタ）アクリレートモノマー単位を表し、ｅ個の
重合されたモノマー単位を有し、
　ａ及びｂは少なくとも１であり、ｃ、ｄ及びｅはゼロ又はゼロ以外であり得る、硬化性
組成物。
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